
条例・規則・要領 対照表（指定居宅サービス等 令和３年４月改正版） 

＊本資料は、東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準条例を理解するための参考として活用してください。正式の条例・規則については、東京都例規集で御確認ください。 

【条例】東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成二十四年東京都条例第百十一号） 

【規則】東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則（平成二十四年東京都規則第百四十一号） 

【要領】東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備

及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行要領（二四福保高介第一

八八二号） 
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第一章 総則 

（趣旨） 

第一条 この条例は、介護保険法（平成九年法律第

百二十三号。以下「法」という。）第四十二条第一

項第二号、第七十二条の二第一項各号並びに第七

十四条第一項及び第二項の規定に基づき、東京都

の区域（八王子市を除く区域をいう。）における指

定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定めるものとする。 
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第一章 総則（第一条・第二条） 

第五章 訪問リハビリテーション（第十四条・第

十四条の二） 

 

 

 

 

 

 

附則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章 総則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、東京都指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

（平成二十四年東京都条例第百十一号。以下「条

例」という。）の施行について必要な事項を定める

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下

「法」という。）第四十二条第一項第二号並びに第七

十四条第一項及び第二項の規定に基づく「指定居宅

サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準」については、指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営の基準に関する条例（平成二十四年東

京都条例第百十一号。以下、「居宅条例」という。）

及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営の基準に関する条例施行規則（平成二十四年東京

都規則第百四十一号。以下「居宅規則」という。）に、

法第百十五条の四第一項及び第二項の規定に基づ

く「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準」については、東京都指定介護

予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法の基準に関する条例（平成二十

四年東京都条例第百十二号。以下「予防条例」とい

う。）及び東京都指定介護予防サービス等の事業の

人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基

準に関する条例施行規則（平成二十四年東京都規則

第 百四十二号。以下「予防規則」という。）により

定めたところである。この要領は、居宅条例、居宅

規則、予防条例及び予防規則の施行について必要な

内容を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一 居宅条例及び予防条例の性格 

１ 居宅条例及び予防条例は、指定居宅サービス

の事業及び指定介護予防サービスの事業がそ

の目的を達成するために必要な最低限度の基

準を定めたものであり、指定居宅サービス事業

者及び指定介護予防サービス事業者は、常にそ

の事業の運営の向上に努めなければならない

こと。 

２ 指定居宅サービス及び指定介護予防サービ

スの事業を行う者又は行おうとする者が満た

すべき基準等を満たさない場合には、指定居宅

サービス及び指定介護予防サービスの指定又

は更新は受けられず、また、運営開始後、基準

に違反することが明らかになった場合には、①

相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告
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（用語の意義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（用語） 

第二条 この規則において「常勤換算方法」とは、

を行い、②相当の期間内に勧告に従わなかった

ときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧

告に対する対応等を公表し、③正当な理由が無

く、当該勧告に係る措置を採らなかったとき

は、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を

採るよう命令することができるものであるこ

と。また、③の命令をした場合には事業者名、

命令に至った経緯等を公示しなければならな

い。なお、③の命令に従わない場合には、当該

指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相

当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の

効力を停止すること（不適正なサービスが行わ

れていることが判明した場合、当該サービスに

関する介護報酬の請求を停止させること）がで

きる。ただし、次に掲げる場合には、基準に従

った適正な運営ができなくなったものとして、

直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若

しくは一部の効力を停止することができるも

のであること。 

① 次に掲げるときその他の事業者が自己の

利益を図るために基準に違反したとき 

イ 指定居宅サービスの提供に際して利用

者が負担すべき額の支払を適正に受けな

かったとき 

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に

対し、利用者に対して特定の事業者による

サービスを利用させることの代償として、

金品その他の財産上の利益を供与したと

き 

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及

ぼすおそれがあるとき 

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な

基準違反があったとき 

３ 運営に関する基準及び介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準に従って事業

の運営をすることができなくなったことを理

由として指定が取り消され、法に定める期間の

経過後に再度当該事業者から当該事業所につ

いて指定の申請がなされた場合には、当該事業

者が運営に関する基準及び介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を遵守する

ことを確保することに特段の注意が必要であ

り、その改善状況等が十分に確認されない限り

指定を行わないものとすること。 

４ 特に、居宅サービスの事業の多くの分野にお

いては、基準に合致することを前提に自由に事

業への参入を認めていること等にかんがみ、基

準違反に対しては、厳正に対応すべきであるこ

と。 

 

第二 総論 

１ 事業者指定の単位について 

事業者の指定は、原則としてサービス提供の

拠点ごとに行うものとする。ただし、同一法人

に限り別に定める要件を満たす場合、この限り

ではない。 

２ 用語の定義 

居宅条例第二条及び予防条例第二条におい
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の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一 居宅サービス事業者 法第八条第一項に規

定する居宅サービス事業を行う者をいう。 

二 指定居宅サービス事業者 法第四十一条第

一項に規定する指定居宅サービス事業者をい

う。 

三 指定居宅サービス 法第四十一条第一項に

規定する指定居宅サービスをいう。 

四 利用料 法第四十一条第一項に規定する居

宅介護サービス費の支給の対象となる費用に

係る利用者が負担すべき対価をいう。 

五 居宅介護サービス費用基準額 法第四十一

条第四項第一号又は第二号に規定する厚生労

働大臣が定める基準により算定した費用の額

（その額が現に当該指定居宅サービスに要し

た費用の額を超えるときは、当該費用の額）を

いう。 

六 法定代理受領サービス 法第四十一条第六

項の規定により居宅介護サービス費が利用者

に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払

われる場合における当該居宅介護サービス費

に係る指定居宅サービスをいう。 

七 基準該当居宅サービス 法第四十二条第一

項第二号に規定する基準該当居宅サービスを

いう。 

八 共生型居宅サービス 法第七十二条の二第

一項の申請に係る法第四十一条第一項の指定

を受けた者による指定居宅サービスをいう。 

２ 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する

用語の意義は、法で使用する用語の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該事業所の従業者の勤務延時間数の総数を当

該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時

間数で除することにより、当該事業所の従業者の

員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をい

う。 

２ 前項に規定するもののほか、この規則で使用す

る用語の意義は、条例で使用する用語の例によ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、一定の用語についてその定義を明らかにし

ているところであるが、以下は、同条に定義が

置かれている用語について、その意味をより明

確なものとするとともに、基準中に用いられて

いる用語であって、定義規定が置かれていない

ものの意味を明らかにするものである。 

(1) 「常勤換算方法」 

当該指定居宅サービス事業所及び指定介

護予防サービス事業所の従業者の勤務延時

間の総数を、当該事業所の就業規則等におい

て定める常勤の従業者が勤務すべき時間数

（週三二時間を下回る時間数を定められて

いる場合は、週三二時間を基本とする。）で除

することにより、当該事業所の従業者の員数

を常勤の従業者の員数に換算する方法をい

うものである。 

この場合の勤務延時間数は、当該事業所の

指定に係る事業のサービスに従事する勤務

時間の延べ数であり、例えば、当該事業所が

訪問介護と訪問看護の指定を重複して受け

る場合であって、ある従業者が訪問介護員等

と看護師等を兼務する場合、訪問介護員等の

勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤

務時間だけを算入することとなるものであ

ること。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四

十七年法律第百十三号）第十三条第一項に規

定する措置（以下「母性健康管理措置」とい

う。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成

三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業

法」という。）第二十三条第一項、同条第三項

又は同法第二十四条に規定する所定労働時

間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のた

めの所定労働時間の短縮等の措置」という。）

が講じられている場合、三十時間以上の勤務

で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の

従業者が勤務すべき時間数を満たしたもの

とし、一として取り扱うことを可能とする。 

(2) 「勤務延時間数」 

勤務表上、当該居宅サービス事業又は介護

予防サービス事業に係るサービスの提供に

従事する時間又は当該事業に係るサービス

の提供のための準備等を行う時間（待機の時

間を含む。）として明確に位置付けられてい

る時間の合計数とする。なお、従業者一人に

つき、勤務延時間数に算入することができる

時間数は、当該事業所の就業規則等において

定める常勤の従業者が勤務すべき勤務時間

数を上限とすること。 

(3) 「常勤」 

当該指定居宅サービス事業所又は介護予

防サービス事業所における勤務時間が、当該

事業所の就業規則等において定める常勤の

従業者が勤務すべき時間数（週三二時間を下

回る時間数を定められている場合は、週三二

時間を基本とする。）に達する勤務体制を定
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められていることをいう。ただし、母性健康

管理措置又は育児及び介護のための所定労

働時間の短縮等の措置が講じられている者

については、利用者の処遇に支障がない体制

が事業所として整っている場合は、例外的に

常勤の従業者が勤務すべき時間数を週三〇

時間として取り扱うことを可能とする。 

同一の事業者によって当該事業所に併設

される事業所の職務であって、当該事業所の

職務と同時並行的に行われることが差し支

えないと考えられる管理者の職務について

は、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の

従業者が勤務すべき時間数に達していれば、

常勤の要件を満たすものであることとする。

例えば、一の事業者によって行われる指定訪

問介護事業所と指定訪問入浴介護事業所が

併設されている場合、指定訪問介護事業所の

管理者と指定訪問入浴介護事業所の管理者

を兼務している者は、その勤務時間の合計が

所定の時間に達していれば、常勤要件を満た

すこととなる。 

指定通所リハビリテーション（一時間以上

二時間未満に限る）又は指定介護予防通所リ

ハビリテーションが、保険医療機関において

医療保険の脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料、廃用症候群リハビリテーション料、運

動器リハビリテーション料又は呼吸器リハ

ビリテーション料のいずれかを算定すべき

リハビリテーションが同じ訓練室で実施さ

れている場合に限り、専ら当該指定通所リハ

ビリテーション又は指定介護予防通所リハ

ビリテーションの提供に当たる理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士は、医療保険の脳

血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候

群リハビリテーション料、運動器リハビリテ

ーション料又は呼吸器リハビリテーション

料のいずれかを算定すべきリハビリテーシ

ョンに従事して差し支えない。ただし、当該

従事者が指定通所リハビリテーション又は

指定介護予防通所リハビリテーションに従

事していない時間帯については、居宅規則第

二十八条第一項第二号又は第二項の従事者

の員数及び厚生労働大臣が定める基準（平成

二十七年厚生労働省告示（第九十五号）の第

二十四号の三の従業者の合計数に含めない。 

また、人員基準において常勤要件が設けら

れている場合、従事者が労働基準法（昭和二

十二年法律第四十九号）第六十五条に規定す

る休業（以下「産前産後休業」という。）、母

性健康管理措置、育児・介護休業法第二条第

一号に規定する育児休業（以下「育児休業」

という。）、同条第二号に規定する介護休業

（以下「介護休業」という。）、同法第二十三

条第二項の育児休業に関する制度に準ずる

措置又は同法第二十四条第一項（第二号に係

る部分に限る。）の規定により同項第二号に

規定する育児休業に関する制度に準じて講

ずる措置による休業（以下「育児休業に準ず
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る休業」という。）を取得中の期間において、

当該人員基準において求められる資質を有

する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者

の員数に換算することにより、人員基準を満

たすことが可能であることとする。 

(4) 「専ら従事する」「専ら提供に当たる」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて

当該サービス以外の職務に従事しないこと

をいうものである。この場合のサービス提供

時間帯とは、当該従業者の当該事業所におけ

る勤務時間（指定通所介護及び指定通所リハ

ビリテーションについては、サービスの単位

ごとの提供時間）をいうものであり、当該従

業者の常勤・非常勤の別を問わない。ただし、

通所介護及び通所リハビリテーションにつ

いては、あらかじめ計画された勤務表に従っ

て、サービス提供時間帯の途中で同一職種の

従業者と交代する場合には、それぞれのサー

ビス提供時間を通じて当該サービス以外の

職務に従事しないことをもって足りるもの

である。 

(5) 「前年度の平均値」（居宅規則第三十一条第

三項、第四十四条第二項、第五十七条第三項

及び第六十一条第三項関係） 

① 居宅規則第三十一条第三項（指定短期入

所生活介護に係る生活相談員、介護職員又

は看護職員の員数を算定する場合の利用

者の数の算定方法）、第四十八条第三項（老

人性認知症疾患療養病棟を有する病院で

あって介護療養型医療施設でない指定短

期入所療養介護事業所における看護職員

又は介護職員の員数を算定する場合の入

院患者の数の算定方法）及び第五十七条第

三項（指定特定施設における生活相談員、

看護職員若しくは介護職員の人員並びに

計画作成担当者の人員の標準を算定する

場合の利用者の数の算定方法）における

「前年度の平均値」は、当該年度の前年度

（毎年四月一日に始まり翌年三月三十一

日をもって終わる年度とする。以下同じ。）

の平均を用いる。この場合、利用者数等の

平均は、前年度の全利用者等の延数を当該

前年度の日数で除して得た数とする。この

平均利用者数等の算定に当たっては、小数

点第二位以下を切り上げるものとする。た

だし、短期入所生活介護、介護予防短期入

所生活介護、特定施設入居者生活介護、介

護予防特定施設入居者生活介護について

は、これらにより難い合理的な理由がある

場合には、他の適切な方法により利用者数

を把握するものとする。 

② 新たに事業を開始し、若しくは再開し、

又は増床した事業者又は施設においては、

新設又は増床分のベッドに関しては、前年

度において一年未満の実績しかない場合

（前年度の実績が全くない場合を含む。）

の利用者数等は、新設又は増床の時点から

六月未満の間は、便宜上、ベッド数の九
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〇％を利用者数等とし、新設又は増床の時

点から六月以上一年未満の間は、直近の六

月における全利用者等の延数を六月間の

日数で除して得た数とし、新設又は増床の

時点から一年以上経過している場合は、直

近一年間における全利用者等の延数を一

年間の日数で除して得た数とする。また、

減床の場合には、減床後の実績が三月以上

あるときは、減床後の利用者数等の延数を

延日数で除して得た数とする。ただし、短

期入所生活介護及び特定施設入居者生活

介護については、これらにより難い合理的

な理由がある場合には、他の適切な方法に

より利用者数を推定するものとする。 

３ 指定居宅サービスと指定介護予防サービス

等の一体的運営等について 

指定居宅サービス又は基準該当居宅サービ

スに該当する各事業を行う者が、指定介護予防

サービス等又は基準該当介護予防サービス等

に該当する各事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定居宅サービス又は基準該当居宅サービ

スの各事業と指定介護予防サービス等又は基

準該当介護予防サービス等の各事業とが同じ

事業所で一体的に運営されている場合につい

ては、介護予防における各基準を満たすことに

よって、基準を満たしているとみなすことがで

きる等の取扱いを行うことができることとさ

れたが、その意義は次のとおりである。 

例えば、訪問介護においては、指定居宅サー

ビスにおいても、第一号訪問事業（指定介護予

防訪問介護に相当するものとして市町村が定

めるものに限る。以下同じ。）においても、訪問

介護員等を常勤換算方法で二・五人以上配置し

なければならないとされているが、同じ事業所

で一体的に運営している場合には、合わせて常

勤換算方法で五人以上を置かなければならな

いという趣旨ではなく、常勤換算方法で二・五

人以上配置していることで、指定居宅サービス

に該当する訪問介護も、第一号訪問事業も、双

方の基準を満たすこととするという趣旨であ

る。 

設備、備品についても同様であり、例えば、

定員三〇人の指定通所介護事業所においては、

機能訓練室の広さは 30 人×３㎡＝90 ㎡を確保

する必要があるが、この三〇人に第一号通所事

業（指定介護予防通所介護に相当するものとし

て市町村が定めるものに限る。以下同じ。）の利

用者も含めて通算することにより、要介護者一

五人、要支援者一五人であっても、あるいは要

介護者二〇人、要支援者一〇人の場合であって

も、合計で九〇㎡が確保されていれば、基準を

満たすこととするという趣旨である。 

要するに、人員についても、設備、備品につ

いても、同一の事業所で一体的に運営する場合

にあっては、例えば、従前から、指定居宅サー

ビス事業を行っている者が、従来どおりの体制

を確保していれば、指定介護予防サービス等の

基準も同時に満たしていると見なすことがで
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（指定居宅サービスの事業の一般原則） 

第三条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思

及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指

定居宅サービスの提供に努めなければならない。 

２ 指定居宅サービス事業者は、地域との結び付き

を重視した運営を行い、特別区及び市町村（以下

「区市町村」という。）、他の居宅サービス事業者

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携に努めなければなら

ない。 

３ 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁

護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、その従業者に対し、研修を実施する

等の措置を講じなければならない。 

４ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービス

を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一

項に規定する介護保険等関連情報その他必要な

情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなけ

ればならない。 

 

第五章 訪問リハビリテーション 

第一節 基本方針 

（基本方針） 

第七十九条 指定居宅サービスに該当する訪問リ

ハビリテーション（以下「指定訪問リハビリテー

ション」という。）の事業は、利用者が要介護状態

となった場合、可能な限り居宅において、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利

用者の居宅において、理学療法、作業療法その他

必要なリハビリテーションを行うことにより、利

用者の心身の機能の維持回復を図るものでなけ

ればならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

（従業者の配置の基準） 

第八十条 指定訪問リハビリテーションの事業を

行う者（以下「指定訪問リハビリテーション事業

者」という。）は、当該事業を行う事業所（以下「指

定訪問リハビリテーション事業所」という。）ごと

に、次に掲げる従業者を規則で定める基準により

置かなければならない。 

一 医師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五章 訪問リハビリテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（従業者の配置の基準） 

第十四条 条例第八十条第一項に規定する規則で

定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に

応じ、当該各号に定める員数とする。 

 

 

 

一 医師 指定訪問リハビリテーションの提供

きるという趣旨である。 

なお、居宅サービスと介護予防サービスを同

一の拠点において運営されている場合であっ

ても、完全に体制を分離して行われており一体

的に運営されているとは評価されない場合に

あっては、人員についても設備、備品について

もそれぞれが独立して基準を満たす必要があ

るので留意されたい。 

また、例えば、指定居宅サービスと緩和した

基準による第一号訪問事業等を一体的に運営

する場合には、緩和した基準による第一号訪問

事業等については、区市町村がサービス内容等

に応じて基準を定められるが、例えば、サービ

ス提供責任者であれば、要介護者数で介護給付

の基準を満たす必要があるので留意されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三 介護サービス 

四 訪問リハビリテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人員に関する基準（居宅条例第八十条） 

 

 

 

 

 

 

 

① 医師 
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二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 

 

 

 

 

 

 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介

護予防訪問リハビリテーション事業者（指定介護

予防サービス等基準条例第七十九条第一項に規

定する指定介護予防訪問リハビリテーション事

業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、か

つ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介

護予防訪問リハビリテーション（指定介護予防サ

ービス等基準条例第七十八条に規定する指定介

護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に

運営される場合は、指定介護予防サービス等基準

条例第七十九条第一項に規定する人員に関する

基準を満たすことをもって、前項に規定する基準

を満たすものとみなす。 

 

第三節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第八十一条 指定訪問リハビリテーション事業所

は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医

療院において、事業の運営を行うために必要な広

さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問リ

ハビリテーションの提供に必要な設備及び備品

等を備えなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介

護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を

に必要な一以上の数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一

人以上 

 

 

 

 

２ 前項第一号の医師は常勤でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 専任の常勤医師が一人以上勤務して

いること。 

ロ 指定訪問リハビリテーションを行う

介護老人保健施設又は介護医療院であ

って、病院又は診療所（医師について介

護老人保健施設又は介護医療院の人員

基準を満たす余力がある場合に限る。）

と併設されているものについては、当該

病院又は常勤医師との兼務で差し支え

ないものであること。 

ハ 指定訪問リハビリテーションを行う

介護老人保健施設又は介護医療院であ

って、当該介護老人保健施設又は当該介

護医療院に常勤医師として勤務してい

る場合は、常勤の要件として足るもので

あること。 

また、指定訪問リハビリテーション等

を行う介護老人保健施設又は介護医療

院であって、病院又は診療所（医師につ

いて介護老人保健施設又は介護医療院

の人員基準を満たす余力がある場合に

限る。）と併設されている事業所におい

て、指定訪問リハビリテーション事業所

の医師が、当該病院または当該診療所の

常勤医師と兼務している場合でも、常勤

の要件として足るものであること。 

② 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 

指定訪問リハビリテーション事業者は、

指定訪問リハビリテーション事業所ごと

に、指定訪問リハビリテーションの提供に

当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士を適当数置かなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 設備に関する基準 

 

(1) 居宅条例第八十一条は、指定訪問リハビリ

テーション事業所については、 

① 病院、診療所、介護老人保健施設又は介

護医療院であること。 

② 指定訪問リハビリテーションの事業の

運営を行うために必要な広さ（利用申込の

受付、相談等に対応するのに適切なスペー

ス）を有する専用の区画を設けているこ
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併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーション

の事業と指定介護予防訪問リハビリテーション

の事業とが同一の事業所において一体的に運営

される場合は、指定介護予防サービス等基準条例

第八十条第一項に規定する設備に関する基準を

満たすことをもって、前項に規定する基準を満た

すものとみなす。 

 

 

 

 

第四節 運営に関する基準 

（運営規程） 

第八十二条 指定訪問リハビリテーション事業者

は、各指定訪問リハビリテーション事業所におい

て、次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程（以下この章において「運営規程」と

いう。）を定めなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定訪問リハビリテーションの利用料その

他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域（当該指定訪問リハビ

リテーション事業所が通常時に指定訪問リハ

ビリテーションを提供する地域をいう。次条に

おいて同じ。） 

六 虐待の防止のための措置に関する事項 

七 その他運営に関する重要事項 

 

（利用料等の受領） 

第八十三条 指定訪問リハビリテーション事業者

は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リ

ハビリテーションを提供した際には、利用者から

利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテー

ションに係る居宅介護サービス費用基準額から

当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払

われる居宅介護サービス費の額を控除して得た

額の支払を受けるものとする。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代

理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリ

テーションを提供した際に利用者から支払を受

ける利用料の額及び指定訪問リハビリテーショ

ンに係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保

険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保

に関する法律第六十四条第一項に規定する療養

の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相

当するものに要する費用の額との間に、不合理な

差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問リハビリテーション事業者は、前二項

に定める場合において利用者から支払を受ける

額のほか利用者の選定により通常の事業の実施

地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビ

リテーションを行った場合は、それに要した交通

費の額の支払を当該利用者から受けることがで

きる。 

４ 指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の

交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と。なお、業務に支障がないときは、指定

訪問リハビリテーションの事業を行うた

めの区画が明確に特定されていれば足り

るものとすること。 

③ 指定訪問リハビリテーションの提供に

必要な設備及び備品等を備えていること。 

としたものである。 

(2) 設備及び備品等については、当該病院、診

療所、介護老人保健施設又は介護医療院にお

ける診療用に備え付けられたものを使用す

ることができるものである。 

３ 運営に関する基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 利用料等の受領 

居宅条例第八十三条の規定は、指定訪問看

護に係る居宅条例第七十条の規定と基本的

に同趣旨であるため、第三の三の３の(2)を

参照されたいこと。 
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あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サ

ービスの内容及び費用について説明を行い、当該

利用者の同意を得なければならない。 

 

（指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針） 

第八十四条 指定訪問リハビリテーションは、利用

者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する

よう、リハビリテーションの目標を設定し、計画

的に行われなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、提供す

る指定訪問リハビリテーションの質の評価を行

い、常に改善を図らなければならない。 

 

（指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第八十五条 指定訪問リハビリテーションの具体

的な取扱いは、第七十九条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲

げるところによらなければならない。 

一 医師の指示及び次条第一項に規定する訪問

リハビリテーション計画に基づき、利用者の心

身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資

するよう、適切に行うとともに、利用者又はそ

の家族に対し、リハビリテーションの観点から

療養上必要とされる事項について、指導又は説

明を行うこと。 

二 常に利用者の病状、心身の状況、希望及び置

かれている環境の的確な把握に努め、利用者に

対し、適切な指定訪問リハビリテーションを提

供すること。 

三 利用者について、次条第一項に規定する訪問

リハビリテーション計画に従った指定訪問リ

ハビリテーションの実施状況及びその評価に

ついて、速やかに診療記録を作成するととも

に、医師に報告すること。 

四 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハ

ビリテーション会議（次条第一項に規定する訪

問リハビリテーション計画又は第百四十二条

第一項に規定する通所リハビリテーション計

画の作成のために、利用者及びその家族の参加

を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービ

ス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス

等（法第八条第二十四項に規定する指定居宅サ

ービス等をいう。）の担当者その他の関係者（以

下「構成員」という。）により構成される会議を

いう。以下同じ。）の開催により、リハビリテー

ションに関する専門的な見地から利用者の状

況等に関する情報を構成員と共有するよう努

め、利用者に対し、適切なサービスを提供する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 指定訪問リハビリテーションの基本取扱

方針及び具体的取扱方針（居宅条例第八十四

条及び第八十五条） 

① 指定訪問リハビリテーションは、利用者

の心身の状態、生活環境を踏まえて、妥当

適切に行うとともにその生活の質の確保

を図るよう、主治の医師との密接な連携の

もとに訪問リハビリテーション計画に沿

って行うこととしたものであること。 

② 指定訪問リハビリテーション事業所の

医師が、指定訪問リハビリテーションの実

施に当たり、当該事業所の理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に

対する当該リハビリテーションの目的に

加えて、当該リハビリテーション開始前又

は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハ

ビリテーションを中止する際の基準、当該

リハビリテーションにおける利用者に対

する負荷等の指示を行うこと。 

③ 指定訪問リハビリテーションの提供に

ついては、目標達成の度合いやその効果等

について評価を行うとともに、訪問リハビ

リテーション計画の修正を行い改善を図

る等に努めなければならないものである

こと。 

④ 指定訪問リハビリテーションの提供に

当たっては、利用者の心身状態、リハビリ

テーションの内容やそれを提供する目的、

具体的な方法、リハビリテーションに必要

な環境の整備、療養上守るべき点及び療養

上必要な目標等、療養上必要な事項につい

て利用者及びその家族に理解しやすいよ

う指導又は説明を行うこと。 

⑤ 指定訪問リハビリテーションの提供に

当たっては、医学の進歩に沿った適切な技

術をもって対応できるよう、新しい技術の

習得等、研鑽を積むことを定めたものであ

ること。 

⑥ 指定訪問リハビリテーションを行った

際には、速やかに、指定訪問リハビリテー

ションを実施した要介護者等の氏名、実施

日時、実施した訪問リハビリテーションの

要点及び担当者の氏名を記録すること。 

⑦ 指定訪問リハビリテーション事業所の

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介

護の事業その他の指定居宅サービスに該

当する事業に係る従業者に対し、リハビリ

テーションの観点から、日常生活上の留意

点、介護の工夫などの情報を伝達している

こと。 

⑧ リハビリテーション会議の構成員は、医

師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

介護支援専門員、居宅サービス計画の原案
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２ リハビリテーション会議は、テレビ電話装置そ

の他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」

という。）を活用して行うことができるものとす

る。ただし、利用者又はその家族が参加する場合

にあっては、テレビ電話装置等の活用について当

該利用者又はその家族の同意を得なければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

（訪問リハビリテーション計画の作成） 

第八十六条 医師及び理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者

の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境

を踏まえて、指定訪問リハビリテーションの目

標、当該目標を達成するための具体的な指定訪問

リハビリテーションの内容等を記載した訪問リ

ハビリテーション計画（以下この条において「訪

問リハビリテーション計画」という。）を作成しな

ければならない。この場合において、既に居宅サ

ービス計画が作成されているときは、当該居宅サ

ービス計画の内容に沿って作成しなければなら

ない。 

２ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語

聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に

当たっては、当該訪問リハビリテーション計画の

内容について利用者又はその家族に対して説明

し、当該利用者の同意を得なければならない。 

３ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語

聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を作成し

た際には、当該訪問リハビリテーション計画を利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に位置付けた指定居宅サービス等の担当

者、介護予防・日常生活支援総合事業（法

第百十五条の四十五第一項に規定する介

護予防・日常生活支援総合事業をいう。以

下同じ。）のサービス担当者及び保健師等

とすること。 

指定訪問リハビリテーション事業者は、

リハビリテーション会議を開催し、リハビ

リテーションに関する専門的な見地から、

利用者の状況等に関する情報を当該構成

員と共有するよう努めること。 

なお、リハビリテーション会議は、利用

者及びその家族の参加を基本とするもの

であるが、家庭内暴力等によりその参加が

望ましくない場合や、家族が遠方に住んで

いる等によりやむを得ず参加できない場

合は、必ずしもその参加を求めるものでは

ないこと。 

また、リハビリテーション会議の開催の

日程調整を行ったが、サービス担当者の事

由等により、構成員がリハビリテーション

会議を欠席した場合は、速やかに当該会議

の内容について欠席者との情報共有を図

ること。 

リハビリテーション会議は、テレビ電話

装置等を活用して行うことができるもの

とする。ただし、利用者又はその家族（以

下この⑧において「利用者等」という。）が

参加する場合にあっては、テレビ電話装置

等の活用について当該利用者等の同意を

得なければならない。なお、テレビ電話装

置等の活用に当たっては、個人情報保護委

員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」等

を遵守すること。 

(3) 訪問リハビリテーション計画の作成（居宅

条例第八十六条） 

① 訪問リハビリテーション計画は、指定訪

問リハビリテーション事業所の医師の診

療に基づき、利用者ごとに、利用者の心身

の状態、生活環境を踏まえて作成すること

としたものである。利用者の希望、リハビ

リテーションの目標及び方針、健康状態、

リハビリテーション実施上の留意点、リハ

ビリテーション終了の目安・時期等を記載

する。なお、既に居宅サービス計画等が作

成されている場合には、居宅サービス計画

に沿って訪問リハビリテーション計画を

立案すること。訪問リハビリテーション計

画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応

じて当該計画を見直していること。 

② 訪問リハビリテーション計画の作成に

当たっては①が原則であるが、指定訪問リ

ハビリテーション事業所とは別の医療機

関の医師から計画的な医学的管理を受け

ている患者であって、例外として、当該事
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用者に交付しなければならない。 

４ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通

所リハビリテーション事業者（第百三十六条第一

項に規定する指定通所リハビリテーション事業

者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、リハビリ

テーション会議の開催等を通じて、利用者の病

状、心身の状況、希望及びその置かれている環境

に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテ

ーション及び通所リハビリテーションの目標及

び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供

内容について整合性のとれた訪問リハビリテー

ション計画を作成した場合については、第百四十

二条第一項から第三項までに規定する運営に関

する基準を満たすことをもって、前三項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業所の医師がやむを得ず診療できない場

合には、別の医療機関の医師から情報の提

供を受けて、当該情報を根拠に訪問リハビ

リテーション計画を作成しても差し支え

ないものとすること。 

③ 訪問リハビリテーション計画の目標や

内容等について、利用者及びその家族に理

解しやすい方法で説明を行うとともに、そ

の実施状況や評価についても説明を行う。 

④ 訪問リハビリテーション計画は、居宅サ

ービス計画に沿って作成されなければな

らないこととしたものである。 

なお、訪問リハビリテーション計画を作

成後に居宅サービス計画が作成された場

合は、当該訪問リハビリテーション計画が

居宅サービス計画に沿ったものであるか

確認し、必要に応じて変更するものとする

こと。 

⑤ 訪問リハビリテーション計画は医師の

診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、

希望及びその置かれている環境を踏まえ

て作成されなければならないものであり、

サービス内容等への利用者の意向の反映

の機会を保障するため、医師及び理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該計

画の作成に当たっては、その内容等を説明

した上で利用者の同意を得なければなら

ず、また、当該訪問リハビリテーション計

画書を利用者に交付しなければならない。 

なお、交付した訪問リハビリテーション

計画書は、居宅条例第八十七条第二項の規

定に基づき、二年間保存しなければならな

い。 

⑥ 指定訪問リハビリテーション事業者が、

指定通所リハビリテーション事業者の指

定を併せて受け、かつ、リハビリテーショ

ン会議の開催等を通じて、指定訪問リハビ

リテーション及び指定通所リハビリテー

ションの目標及び当該目標を踏まえたリ

ハビリテーション提供内容について整合

性のとれた訪問リハビリテーション計画

を作成した場合については、居宅条例第百

四十二条第一項から第三項までの基準を

満たすことによって、居宅条例第八十六条

第一項から第三項までの基準を満たして

いるとみなすことができることとしたも

のであること。 

当該計画の作成に当たっては、各々の事

業の目標を踏まえた上で、共通目標を設定

すること。また、その達成に向けて各々の

事業の役割を明確にした上で、利用者に対

して一連のサービスとして提供できるよ

う、個々のリハビリテーションの実施主

体、目的及び具体的な提供内容等を一つの

計画として分かりやすく記載するよう留

意すること。 

⑦ 訪問リハビリテーション及び通所リハ

ビリテーションにおいて整合性のとれた
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（記録の整備） 

第八十七条 指定訪問リハビリテーション事業者

は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を

整備しなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者

に対する指定訪問リハビリテーションの提供に

関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契

約終了の日から二年間保存しなければならない。 

一 訪問リハビリテーション計画 

二 次条において準用する第二十三条第二項に

規定する提供したサービスの具体的な内容等

の記録 

三 次条において準用する第三十条に規定する

区市町村への通知に係る記録 

四 次条において準用する第三十七条第二項に

規定する苦情の内容等の記録 

五 次条において準用する第三十九条第一項に

規定する事故の状況及び処置についての記録 

 

（準用） 

第八十八条 第十一条から第十七条まで、第十九条

から第二十三条まで、第二十五条、第三十条、第

三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第

四十条まで、第五十一条及び第六十九条の規定

は、指定訪問リハビリテーションの事業について

準用する。この場合において、第十一条、第十一

条の二第二項及び第十二条第一項中「訪問介護員

等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士」と、第十七条中「心身の状況」とある

のは「心身の状況、病歴」と、第二十二条、第三

十二条第一項及び第三十三条第一項中「訪問介護

員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（準用） 

第十四条の二 第四条から第四条の三までの規定

は、指定訪問リハビリテーションの事業について

準用する。この場合において、第四条の二第一項

及び第四条の三第一項中「訪問介護員等」とある

のは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」

と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画に従いリハビリテーションを実施し

た場合には、居宅条例第八十五条第三号に

規定する診療記録を一括して管理しても

差し支えないものであること。 

⑧ 居宅サービス計画に基づきサービスを

提供している指定訪問リハビリテーショ

ン事業者については、第三の一の３の(20)

の⑥を準用する。この場合において、「訪

問介護計画」とあるのは「訪問リハビリテ

ーション計画」と読み替える。 

 

 

 

(4) 記録の整備 

居宅条例第八十七条第二項は、指定訪問リ

ハビリテーション事業者が同項各号に規定

する記録を整備し、二年間保存しなければな

らないこととしたものである。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者

につき、契約終了（契約の解約・解除、他の

施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立

等）により一連のサービス提供が終了した日

を指すものとする。 

居宅条例第八十七条第二項の指定訪問リ

ハビリテーションの提供に関する記録には

診療記録が含まれるものであること。 

 

 

 

(5) 準用 

居宅条例第八十八条の規定により、居宅条

例第十一条から第十七条まで、第十九条から

第二十三条まで、第二十五条、第三十条、第

三十二条から第三十四条まで、第三十六条か

ら第四十条まで、第五十一条及び第六十九条

の規定は、指定訪問リハビリテーションの事

業について準用されるものであるため、第三

の一の３の(6)から(16)まで（(8)の第三者評

価の実施状況に係る規定を除く。）、(18)、

(21)、(23)から(25)及び(27)から(32)まで並

びに第三の二の３の(1)を参照されたいこ

と。この場合において、次の点に留意するも

のとする。 

① 居宅条例第十七条中「心身の状況」とあ

るのは「心身の状況、病歴」と読み替えら

れること。 

② 準用される居宅条例第十一条について

は、指定訪問リハビリテーション事業所ご

とに、原則として月ごとの勤務表を作成

し、指定訪問リハビリテーションに従事す

る理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士

を明確にするとともに、それらの者の職務

の内容、常勤・非常勤の別等を明確にする

こと。なお、指定訪問リハビリテーション

事業所の理学療法士、作業療法士及び言語

聴覚士については、労働者派遣法に規定す

る派遣労働者（紹介予定派遣に係る者を除

く。）であってはならないものであること。 
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第十四章 雑則 

（電磁的記録等） 

第二百七十六条 指定居宅サービス事業者及び指

定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存

その他これらに類するもののうち、この条例にお

いて書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で

行うことが規定されている又は想定されるもの

（第十五条第一項（第四十一条の三、第四十六条、

第五十八条、第六十二条、第七十八条、第八十八

条、第九十七条、第百十二条、第百十四条、第百

三十四条、第百四十五条、第百六十七条（第百八

十条において準用する場合を含む。）、第百八十条

の三、第百八十七条、第二百三条（第二百十五条

において準用する場合を含む。）、第二百三十六

条、第二百四十七条、第二百六十二条、第二百六

十四条及び第二百七十五条において準用する場

合を含む。）、第二百二十四条第一項（第二百四十

七条において準用する場合を含む。）及び次項に

規定するものを除く。）については、書面に代え

て、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。）により行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービ

スの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、

締結その他これらに類するもの（以下「交付等」

という。）のうち、この条例において書面で行うこ

とが規定されている又は想定されるものについ

ては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に

代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法そ

の他人の知覚によって認識することができない

方法をいう。）によることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五 雑則 

１ 電磁的記録について 

居宅条例第二百七十六条第一項及び予防条

例第二百六十六条第一項は、指定居宅サービス

事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる

者等（以下「事業者等」という。）の書面の保存

等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、

この条例で規定する書面（被保険者証に関する

ものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁

的記録により行うことができることとしたも

のである。 

(1) 電磁的記録による作成は、事業者等の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに

記録する方法または磁気ディスク等をもっ

て調製する方法によること。 

(2) 電磁的記録による保存は、以下のいずれか

の方法によること。 

① 作成された電磁的記録を事業者等の使

用に係る電子計算機に備えられたファイ

ル又は磁気ディスク等をもって調製する

ファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ

等により読み取ってできた電磁的記録を

事業者等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイル又は磁気ディスク等をも

って調製するファイルにより保存する方

法 

(3) その他、居宅条例第二百七十六条第一項及

び予防条例第二百六十六条第一項において

電磁的記録により行うことができるとされ

ているものは、(1)及び(2)に準じた方法によ

ること。 

(4) また、電磁的記録により行う場合は、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」及び厚生労働省「医療

情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」等を遵守すること。 

２ 電磁的方法について 

居宅条例第二百七十六条第二項及び予防条

例第二百六十六条第二項は、利用者及びその家

族等（以下「利用者等」という。）の利便性向上

並びに事業者等の業務負担軽減等の観点から、

事業者等は、書面で行うことが規定されている

又は想定される交付等（交付、説明、同意、承

諾、締結その他これに類するものをいう。）につ

いて、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に

掲げる電磁的方法によることができることと

したものである。 

(1) 電磁的方法による交付は、居宅条例第十二

条第二項から第四項まで及び予防条例第五

十二条の三第二項から第四項までの規定に

準じた方法によること。 

(2) 電磁的方法による同意は、例えば電子メー

ルにより利用者等が同意の意思表示をした

場合等が考えられること。なお、「押印につい

てのＱ＆Ａ（令和二年六月十九日内閣府・法
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（委任） 

第二百七十七条 この条例に定めるもののほか、こ

の条例の施行について必要な事項は、規則で定め

る。 

 

 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ 平成十二年四月一日前から存する老人短期入

所事業（介護保険法施行法（平成九年法律第百二

十四号）第二十条による改正前の老人福祉法（以

下この項において「旧老人福祉法」という。）第五

条の二第四項に規定する老人短期入所事業をい

う。）の用に専ら供する施設又は老人短期入所施

設（旧老人福祉法第二十条の三に規定する老人短

期入所施設をいう。）（いずれの施設においても基

本的な設備が完成されているものを含み、同日以

降に増築され、又は全面的に改築された部分を除

く。）については、第百五十条第四項の規定は適用

しない。 

３ 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成

十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年医

療法施行規則等改正省令」という。）附則第三条に

規定する既存病院建物内の旧療養型病床群（病床

を転換して設けられたものに限る。以下「病床転

換による旧療養型病床群」という。）に係る病床を

有する病院である指定短期入所療養介護事業所

であって、同条の規定の適用を受ける病室を有す

るものについては、同条の規定にかかわらず、療

養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十五年四月一日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ 平成十二年四月一日前から存する老人短期入

所事業（介護保険法施行法（平成九年法律第百二

十四号）第二十条の規定による改正前の老人福祉

法（以下この項において「旧老人福祉法」という。）

第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業

をいう。次項において同じ。）の用に専ら供する施

設又は老人短期入所施設（旧老人福祉法第二十条

の三に規定する老人短期入所施設をいう。次項に

おいて同じ。）（いずれの施設においても基本的な

設備が完成されているものを含み、同日以降に増

築され、又は全面的に改築された部分を除く。）に

ついては、第三十三条第五項第一号イ及びロ並び

に同項第二号（ただし書を除く。）の規定は適用し

ない。 

３ 平成十二年四月一日前から存する老人短期入

所事業の用に専ら供する施設若しくは老人短期

入所施設（いずれの施設においても基本的な設備

が完成されているものを含み、同日以降に増築さ

れ、又は全面的に改築された部分を除く。）又は老

人短期入所事業に相当する事業の用に供する施

設若しくは老人短期入所施設に相当する施設（い

ずれの施設においても同日以降に増築され、又は

務省・経済産業省）」を参考にすること。 

(3) 電磁的方法による締結は、利用者等・事業

者等の間の契約関係を明確にする観点から、

書面における署名又は記名・押印に代えて、

電子署名を活用することが望ましいこと。な

お、「押印についてのＱ＆Ａ（令和二年六月十

九日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考に

すること。 

(4) その他、居宅条例第二百七十六条第二項及

び予防条例第二百六十六条第二項において

電磁的方法によることができるとされてい

るものは、(1)から(3)までに準じた方法によ

ること。ただし、居宅条例若しくは予防条例

又はこの通知の規定により電磁的方法の定

めがあるものについては、当該定めに従うこ

と。 

(5) また、電磁的方法による場合は、個人情報

保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事

業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

 

 

 

 

 

別表一 

別表二 

別表三 

 

附 則 

この要領は、平成二十五年四月一日から施行す

る。 

附 則（二六福保高介第七六三号） 

この要領は、平成二十六年九月十二日から施行す

る。 

附 則（二六福保高介第一七八八号） 

この要領は、平成二十七年四月一日から施行す

る。 

ただし、第三の一の３の(2)②「利用料その他費用

の額」における「二割負担」の規定、(14)「利用料

等の受領」①における「二割」及び「八割」の規定、

４の(5)「運営に関する基準」における「一〇〇分の

八〇」の規定、第三の二の４の(4)「運営に関する基

準」における「一〇〇分の八〇」の規定、第三の六

の４の(3)「運営に関する基準」における「一〇〇分

の八〇」の規定、第三の八の５の(4)「運営に関する

基準」における「一〇〇分の八〇」の規定、第三の

一一の３の(1)①「指定福祉用具貸与の提供方法、取

り扱う種目及び利用料その他の費用の額」における

「二割負担」の規定、４の(2)「準用」における「一

〇〇分の八〇」の規定は、平成二十七年八月一日か

ら適用する。 

附 則（二七福保高介第一七八八号） 

この要領は、平成二十八年四月一日から施行す

る。 

附 則（三〇福保高介第五九号） 
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なければならない。 

４ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を

有する病院である指定短期入所療養介護事業所

であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令

附則第六条の規定の適用を受ける病室を有する

ものについては、同条の規定にかかわらず、療養

病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、

利用者一人につき六・四平方メートル以上としな

ければならない。 

５ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を

有する病院である指定短期入所療養介護事業所

であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令

附則第二十一条の規定の適用を受けるものにつ

いては、同条の規定にかかわらず、機能訓練室は、

内法による測定で四十平方メートル以上の床面

積を有し、必要な器械及び器具を備えなければな

らない。 

６ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を

有する病院である指定短期入所療養介護事業所

であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令

附則第二十二条の規定の適用を受けるものに係

る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわ

らず、次に掲げる基準によらなければならない。 

一 食堂は、内法による測定で、療養病床におけ

る利用者一人につき一平方メートル以上の床

面積を有すること。 

二 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したも

のとすること。 

７ 平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第

四条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病

床群（病床を転換して設けられたものに限る。以

下「病床転換による診療所旧療養型病床群」とい

う。）に係る病床を有する診療所である指定短期

入所療養介護事業所であって、同条の規定の適用

を受ける病室を有するものについては、同条の規

定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床

数は、四床以下としなければならない。 

８ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る

病床を有する診療所である指定短期入所療養介

護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等

改正省令附則第七条の規定の適用を受ける病室

を有するものについては、同条の規定にかかわら

ず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による

測定で、利用者一人につき六・四平方メートル以

上としなければならない。 

９ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る

病床を有する診療所である指定短期入所療養介

護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等

改正省令附則第二十四条の規定の適用を受ける

ものに係る食堂及び浴室については、同条の規定

にかかわらず、次に掲げる基準によらなければな

らない。 

一 食堂は、内法による測定で、療養病床におけ

る利用者一人につき一平方メートル以上の床

面積を有すること。 

二 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したも

のとすること。 

10 平成十一年四月一日前から存する有料老人ホ

全面的に改築された部分を除く。）であって、基準

該当短期入所生活介護の提供に支障がないと認

められるものについては、第四十六条第一項第一

号イ及びロ並びに同項第二号（ただし書を除く。）

の規定は適用しない。 

４ 第四十八条の規定にかかわらず、当分の間、医

療法施行規則等の一部を改正する省令（平成十三

年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年医療法

施行規則等改正省令」という。）附則第三十五条第

三項の規定の適用を受ける老人性認知症疾患療

養病棟に置くべき看護職員の員数は、常勤換算方

法で、当該老人性認知症疾患療養病棟における入

院患者の数（以下「老人性認知症疾患療養病棟入

院患者数」という。）が四又はその端数を増すごと

に一以上とする。ただし、そのうち、老人性認知

症疾患療養病棟入院患者数を四で除した数（その

数が一に満たないときは一とし、その数に一に満

たない端数が生じるときはこれを切り上げるも

のとする。）から老人性認知症疾患療養病棟入院

患者数を五で除した数（その数が一に満たないと

きは一とし、その数に一に満たない端数が生じる

ときはこれを切り上げるものとする。）を減じた

数の範囲内で介護職員とすることができる。 

５ 第四十九条の規定にかかわらず、当分の間、平

成十三年医療法施行規則等改正省令附則第三十

六条の規定の適用を受ける老人性認知症疾患療

養病棟に係る病室の床面積は、入院患者一人につ

き六・〇平方メートルとする。 

６ 平成十五年四月一日前から法第四十一条第一

項に規定する指定居宅サービスに該当する短期

入所生活介護の事業を行う事業所（同日以降に増

築され、又は改築された部分を除く。）であって、

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準の一部を改正する省令（平成十五年

厚生労働省令第二十八号）による改正後の指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成十一年厚生省令第三十七号）第九章

第五節（第百四十条の四第六項第一号ロ（2）を除

く。）に規定する基準を満たすものにおける第三

十八条第五項第一号イ（2）の規定の適用について

は、同規定中「二平方メートルに当該共同生活室

が属するユニットの利用定員（条例第百七十条第

四項第二号に規定する利用定員をいう。次項及び

第四十二条において同じ。）を乗じて得た面積以

上を標準」とあるのは、「当該ユニットの利用者が

交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」

とする。 

７ 介護保険法の一部を改正する法律（平成十七年

法律第七十七号）附則第十条第一項の規定により

指定特定施設入居者生活介護事業者とみなされ

た者が指定特定施設入居者生活介護の事業を行

う指定特定施設の介護居室であって、平成十八年

四月一日に現に定員四人以下であるものについ

ては、第五十八条第二項第一号イ及び第六十二条

第二項第一号イの規定は適用しない。 

８ 平成十八年四月一日前から存する養護老人ホ

ームである指定特定施設（同日において建築中の

ものを含む。）については、第六十二条第二項第一

この要領は、平成三十年四月一日から施行する。 

附 則（三〇福保高介第九七〇号） 

この要領は、平成三〇年八月一日から施行する。 

附 則（三福保高介第一二八号） 

この要領は、令和三年四月一日から施行する。 
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ームであって、次のいずれにも該当するものとし

て別に厚生労働大臣が定めるものにあっては、第

二百十九条第三項又は第二百四十一条第三項の

規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないこと

ができる。 

一 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム（老人

福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人

ホームをいう。）又は軽費老人ホーム（同法第二

十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。附

則第十四項において同じ。）（以下「養護老人ホ

ーム等」という。）を併設しており、入所者が当

該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用す

ることができるものであること。 

二 入所定員が五十人未満であること。 

三 入所者から支払を受ける家賃並びに管理費

及び運営費の合計額（以下「家賃等」という。）

が比較的低廉であること。 

四 入所者から利用料、第二百二十六条第三項に

規定する規則で定める費用及び家賃等以外の

金品（一定期間の経過後又は退所時に全額返還

することを条件として入所時に支払を受ける

金銭を除く。）の支払を受けないこと。 

11 平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第

八条の規定の適用を受ける病院内の病室に隣接

する廊下（平成十三年医療法施行規則等改正省令

第十二条の規定による改正後の指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成十一年厚生省令第三十七号）附則第九条の

規定の適用を受ける場合を除く。）の幅は、内法に

よる測定で一・二メートル以上とすること。ただ

し、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測

定で一・六メートルとしなければならない。 

12 平成十五年四月一日前から存する指定短期入

所生活介護事業所（同日以降に建物の規模又は構

造を変更したものを除く。）は、指定短期入所生活

介護事業所であってユニット型指定短期入所生

活介護事業所でないものとみなす。ただし、当該

指定短期入所生活介護事業所が、第九章第二節及

び第五節に規定する基準を満たし、かつ、その旨

を知事に申し出た場合は、この限りでない。 

13 平成十七年十月一日前から存する指定短期入

所療養介護事業所（同日以降に建物の規模又は構

造を変更したものを除く。）は、指定短期入所療養

介護事業所であってユニット型指定短期入所療

養介護事業所でないものとみなす。ただし、当該

指定短期入所療養介護事業所が、第十章第二節及

び第五節に規定する基準を満たし、かつ、その旨

を知事に申し出た場合は、この限りでない。 

14 療養病床その他の病床で規則で定めるもの（以

下「療養病床等」という。）を有する病院又は病床

を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床

等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一

日までの間に転換（当該病院の療養病床等又は当

該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、

当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム

その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又

は入居させるための施設の用に供することをい

う。次項及び附則第十六項において同じ。）を行っ

号イの規定は適用しない。 

９ 平成十八年四月一日前から存する養護老人ホ

ームである指定特定施設については、平成十九年

三月三十一日までの間に第六十二条第二項第一

号ホに規定する非常通報装置若しくはこれに代

わる設備又は同項第三号に規定する非常用設備

を設置する旨の計画が策定されている場合は、同

項第一号ホ及び同項第三号の規定は、当分の間、

適用しない。 

10 条例附則第十四項に規定する規則で定めるそ

の他の病床は、医療法第七条第二項に規定する療

養病床若しくは一般病床又は老人性認知症疾患

療養病棟（健康保険法等一部改正法附則第百三十

条の二第一項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた介護保険法施行令（平成十年政令

第四百十二号）第四条第二項に規定する病床によ

り構成される病棟をいう。）の病床とする。 

附 則（令和三年規則第七十号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和三年四月一日（以下「施行日」

という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日以降、当分の間、東京都指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例（令和三年東京都条例

第二十四号）による改正後の東京都指定居宅サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関す

る条例（平成二十四年東京都条例第百十一号）第

百七十条第四項第二号の規定に基づき利用定員

が十二人を超えるユニットを整備するユニット

型指定短期入所生活介護事業者は、この規則によ

る改正後の東京都指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

第三十一条第一項第三号及び第四十条の基準を

満たすほか、ユニット型指定短期入所生活介護事

業所における夜間及び深夜を含めた介護職員並

びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案し

て職員を配置するよう努めるものとする。 
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て指定特定施設入居者生活介護（外部サービス利

用型指定特定施設入居者生活介護を除く。）の事

業を行う医療機関併設型指定特定施設（介護老人

保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に

併設される指定特定施設をいう。以下同じ。）の生

活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の

員数の基準は、第二百十七条の規定にかかわら

ず、次に掲げる基準によらなければならない。 

一 機能訓練指導員 併設される介護老人保健

施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当

該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処

遇が適切に行われると認められるときは、置か

ないことができること。 

二 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療

機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当

数 

15 療養病床等を有する病院又は病床を有する診

療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該

診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間

に転換を行って外部サービス利用型指定特定施

設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型

指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者

の員数の基準は、第二百三十九条の規定にかかわ

らず、当該医療機関併設型指定特定施設の実情に

応じた適当数とする。 

１６ 療養病床等を有する病院又は病床を有する

診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当

該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの

間に転換を行って指定特定施設入居者生活介護

の事業を行う場合の医療機関併設型指定特定施

設においては、併設される介護老人保健施設、介

護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用

することにより、当該医療機関併設型指定特定施

設の利用者の処遇が適切に行われると認められ

るときは、第二百十九条及び第二百四十一条の規

定にかかわらず、当該医療機関併設型指定特定施

設に浴室、便所及び食堂を設けないことができ

る。 

附 則（平成二十五年条例第七十一号） 

この条例は、平成二十五年四月一日から施行す

る。 

附 則（平成二十六年条例第五十四号） 

この条例は、平成二十六年四月一日から施行す

る。 

附 則（平成二十六年条例第百六十四号） 

この条例は、平成二十七年四月一日から施行す

る。 

附 則（平成二十七年条例第八十一号） 

この条例は、平成二十七年四月一日から施行す

る。 

附 則（平成二十八年条例第七十二号） 

この条例は、平成二十八年四月一日から施行す

る。 

附 則（平成三十年条例第五十五号） 

１ この条例は、平成三十年四月一日から施行す

る。ただし、第二百五十五条第一号の改正規定は、

平成三十年十月一日から施行する。 
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２ この条例の施行の際、現に介護保険法（平成九

年法律第百二十三号）第四十一条第一項に規定す

る指定居宅サービスを行っている事業所におい

て行われるこの条例による改正前の東京都指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基

準に関する条例（以下この項において「旧条例」

という。）第八十九条に規定する指定居宅療養管

理指導（以下この項において単に「指定居宅療養

管理指導」という。）のうち、看護職員（歯科衛生

士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行

う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、

看護師又は准看護師をいう。）が行う指定居宅療

養管理指導については、旧条例第八十九条から第

九十一条まで及び第九十五条第三項の規定は、平

成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有

する。 

附 則（令和三年条例第二十四号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和三年四月一日（以下「施行日」

という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日から令和六年三月三十一日までの間、こ

の条例による改正後の東京都指定居宅サービス

等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条

例（以下「新条例」という。）第三条第三項及び第

三十九条の二（新条例第四十一条の三、第四十六

条、第五十八条、第六十二条、第七十八条、第八

十八条、第九十七条、第百十二条、第百十四条、

第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条（新

条例第百八十条において準用する場合を含む。）、

第百八十条の三、第百八十七条、第二百三条（新

条例第二百十五条において準用する場合を含

む。）、第二百三十六条、第二百四十七条、第二百

六十二条、第二百六十四条及び第二百七十五条に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用につ

いては、これらの規定中「講じなければならない」

とあるのは「講じるよう努めなければならない」

と、新条例第九条（新条例第四十一条の三及び第

四十六条において準用する場合を含む。）、第五十

二条（新条例第六十二条において準用する場合を

含む。）、第六十七条、第八十二条、第九十二条、

第百二条（新条例第百十四条及び第百三十四条に

おいて準用する場合を含む。）、第百三十九条、第

百五十一条（新条例第百八十条の三及び第百八十

七条において準用する場合を含む。）、第百七十二

条、第百九十一条、第二百七条、第二百二十一条、

第二百四十二条及び第二百五十二条（新条例第二

百六十四条及び第二百七十五条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については、これら

の規定中「次に」とあるのは「虐待の防止のため

の措置に関する事項に関する規程を定めるよう

努めるとともに、次に」と、「重要事項に」とある

のは「重要事項（虐待の防止のための措置に関す

る事項を除く。）に」とする。 

３ 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新

条例第十一条の二（新条例第四十一条の三、第四

十六条、第五十八条、第六十二条、第七十八条、

第八十八条、第九十七条、第百十二条、第百十四
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条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条

（新条例第百八十条において準用する場合を含

む。）、第百八十条の三、第百八十七条、第二百三

条（新条例第二百十五条において準用する場合を

含む。）、第二百三十六条、第二百四十七条、第二

百六十二条、第二百六十四条及び第二百七十五条

において準用する場合を含む。）の規定の適用に

ついては、新条例第十一条の二第一項中「講じな

ければならない」とあるのは「講じるよう努めな

ければならない」と、同条第二項中「実施しなけ

ればならない」とあるのは「実施するよう努めな

ければならない」と、同条第三項中「行う」とあ

るのは「行うよう努める」とする。 

４ 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新

条例第三十二条第三項（新条例第四十一条の三、

第四十六条、第五十八条、第六十二条、第七十八

条、第八十八条、第九十七条及び第二百七十五条

において準用する場合を含む。）、第百九条第二項

（新条例第百十四条、第百三十四条、第百六十七

条（新条例第百八十条において準用する場合を含

む。）、第百八十条の三、第百八十七条、第二百三

十六条及び第二百四十七条において準用する場

合を含む。）、第百四十三条第二項（新条例第二百

三条（新条例第二百十五条において準用する場合

を含む。）において準用する場合を含む。）及び第

二百五十九条第六項（新条例第二百六十四条にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用につい

ては、これらの規定中「講じなければならない」

とあるのは「講じるよう努めなければならない」

とする。 

５ 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新

条例第五十二条の二第三項（新条例第六十二条に

おいて準用する場合を含む。）、第百三条第三項

（新条例第百十四条、第百三十四条、第百四十五

条、第百六十七条、第百八十条の三、第百八十七

条及び第二百三条において準用する場合を含

む。）、第百七十三条第四項、第二百八条第四項及

び第二百三十一条第四項（新条例第二百四十七条

において準用する場合を含む。）の規定の適用に

ついては、これらの規定中「講じなければならな

い」とあるのは「講じるよう努めなければならな

い」とする。 

６ この条例の施行の際現に存する建物（基本的な

設備が完成しているものを含み、施行日以後に増

築され、又は全面的に改築された部分を除く。）の

居室については、この条例による改正前の東京都

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

の基準に関する条例第百七十条第四項第四号の

規定は、施行日以後もなおその効力を有する。 

 

 


